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1.　計画期間　2019 年 4月 1日～2023 年 3月 31 日までの 5年間

2.　内容

育児休業の制度の促進のため、正社員および管理職の周知を図る。

●2019 年 4月～　制度に関するパンフレットの配布および検討開始

●2019 年 9月～　正社員および管理職への周知

●2019 年 4月～　受け入れ体制の検討開始

●2019 年 9月～　インターンシップ受け入れ開始


